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助成の概要 

１ 助成対象者の要件                           

 ①市内に住所又は活動の本拠を有すること。 

 ②一定の活動実績があり、かつ、助成対象事業を完遂できる見込みがあること。 

 ③団体にあっては、一定の規約を有し、かつ、代表者が明らかであること。 

 

２ 助成対象となる文化活動の範囲                     

 

部門 事業内容 

芸術文化の振興 

・美術（絵画、彫刻、工芸、書、写真など）の発表、展覧会 

・音楽（民謡、詩吟を含む）の講演、発表 

・演劇（演芸を含む）の講演、発表 

・文学（小説、詩、短歌、俳句、川柳、評論、随筆など）の出版、

発表 

・舞踏の公演、発表 

伝統文化の継承、保存 

・文化財の保存、紹介 

・郷土芸能、伝統的な行事などの振興 

・郷土の民話、伝説、うたなどの発掘、継承 

・郷土の民芸品、工芸品などの普及、振興 

・郷土史の研究、編さん 

地域文化の創造、振興 

・郷土に関する調査、研究 

・生活文化（華道、茶道等を含む）の向上を図る活動 

・海外との文化交流を促進する活動 

・国内の他の地域との文化交流を促進する活動 

・その他地域文化の創造、振興に関する事業 

 

３ 助成対象外とする場合                         

 ・専ら営利を目的とするとき。 

 ・特定の政治活動又は宗教活動を目的とするとき。 

 ・実施に必要な経費のうち、助成金を除く額を確実に調達できる見込みがないとき。 

 ・市の補助金等を受けているとき。 

 ・主催者以外の出演者等による発表等が主な目的であるもの、又は認められるもの。 

 ・自ら主催する事業でないとき。 

 ・個人的または会員向け色彩の強いとき。 

 ・趣味的サークル活動で団体、会員の親睦を主目的とするとき。 

 ・教室等が行う稽古ごと、習いごとのおさらい会、発表会等、事業の効果が専ら実施団体に帰

属すると認められるとき。 
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４ 助成対象事業                             

 

対象事業 事業内容 助成金額 

活動成果発表事業 

自ら行う日常の文化活動の成果を広く市民に公開

するために市内において開催する場合に助成の対

象となります。 

例えば、美術展、音楽、演劇、舞踏、民俗芸能の

公演及び発表会、生活文化展（華道、手芸等）が

該当します。 

助成対象経費

の２分の１以

内(限度額２０

万円)(千円未

満切り捨て) 

各種大会等参加事業 

市域を超える大会、発表会、研修会等において、

文化活動の成果を発表するもので、市を代表する

ものであることが認められるもの、あるいは、他

の市町村等から正式な招待を受けるなど公式に文

化交流活動に参加するものが該当します。 

文化財・郷土芸能等の

保存、整備事業 

文化財・郷土芸能等の保存、啓発にかかる活動で

あり、地域文化の振興に寄与するものが該当しま

す。あるいは、文化財等の伝統・郷土芸能団体が

その活動に必要な備品の購入又は修理をする場合

に該当します。 

ただし、通常の団体運営に必要な備品（例えばパ

ソコン等）は除きます。 

刊行物発行事業 

一定の評価を受けた文化・学芸に関する刊行物の

発行並びに郷土史、民族、伝説及び動植物等、郷

土の研究に関する刊行物の発行などで、地域文化

の振興に寄与するものが該当します。 

記念事業 

１０年単位の周年、記念の年に実施する事業が該

当します。なお、上記４事業が該当事業となりま

す。 

 但し、次の経費は除く。 

 ⑴恒常的な運営費、人件費 

 ⑵当該事業の実施に伴う入場料、参加料、その他の収入（広告料など） 
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５ 助成申請手続等                            

 申請書の提出から助成金交付までの流れ 

 

（市→申請団体）

実績報告書の提出

助成金額の確定通知

交付請求書の提出

助成金の交付

申請書の提出

書類の審査

助成対象事業の決定

交付決定通知書の送付

事業の実施

指定の口座に助成金を振り込みます。（市→申請団体）

受付期間内に提出してください。
４～７月に実施される事業については、事業着手前
に申請いただきますようお願いします。
可能な限り、申請書提出前に社会教育課までご相
談ください。

書類に不備がないか、対象となる事業か、予算が適
切に積算されているかなどチェックします。

確定通知書に基づき交付請求書を提出してくださ
い。

熊谷市文化振興基金助成対象事業選考委員会の
意見を聴いて、助成対象事業を決定します。

実施内容を大きく変化する場合は、又は、事業を中
止する場合は、申請が必要です。
なお、事業実施の際は、熊谷市文化振興基金助成
事業の名前を入れてください。

事業実施後３０日以内に必要な書類（領収書等）の
提出をしてください。

（申請団体→市）

（市）

（市）

（申請団体→市）

（市→申請団体）
事業実施報告書の提出に基づき助成金額の確定通
知をお送りします。

（申請団体→市）

（申請団体）
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６ 助成を受けることのできる回数                     

 ・助成回数は、過去の実績を含み１回となります。 

 ・但し、記念事業については回数制限がありません。 

 ・複数の団体又は実行委員会による事業については、主たる団体（申請団体）を１回とし 

ます。 

 

７ 申請書の提出期限                           

⑴  窓口で直接提出する場合 

令和８年４月１日（水）～令和８年７月３１日（金）  

８：３０～１７：１５ ※土、日、祝日は除く 

 

⑵  郵送で提出する場合 

令和８年４月１日（水）～令和８年７月３１日（金） ※消印有効 

 

８ 申請時の提出資料                           

１ 申請書 

⑴ 熊谷市文化振興基金助成金交付申請書（様式第１号） 

  ⑵ 熊谷市文化振興基金助成事業計画書（別紙様式１） 

  ⑶ 熊谷市文化振興基金助成事業収支予算書（別紙様式２） 

２ 添付資料（個人で申請する場合は提出不要） 

⑴ 団体規約・会則等 

  ⑵ 会員名簿 

  ⑶ 令和８年度事業計画 

  ⑷ 令和８年度予算書 

 

 

９ 申請書提出先、問合せ先                        

 熊谷市教育委員会社会教育課生涯学習係 

 電話：０４８－５２４－１１１１（内線３８９） 

 ※可能な限り、申請書提出前に社会教育課までご相談ください。 
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別表第１（第３条関係） 

助 成 対 象 と な る 文 化 活 動 の 範 囲 

 

項     目 対     象     範     囲 

１ 芸術文化の振興 

 

 

 

 

 

（１）美術（絵画、彫刻、工芸、書、写真など）の発表、展覧会 

（２）音楽（民謡、詩吟を含む）の公演、発表 

（３）演劇（演芸を含む）の公演、発表 

（４）文学（小説、詩、短歌、俳句、川柳、評論、随筆など）の出版、発表 

（５）舞踊の公演、発表 

 

２ 伝統文化の継承、保存 

   

 

 

 

 

（１）文化財の保存、紹介 

（２）郷土芸能、伝統的な行事などの振興 

（３）郷土の民話、伝説、うたなどの発掘、継承 

（４）郷土の民芸品、工芸品などの普及、振興 

（５）郷土史の研究、編さん 

 

３ 地域文化の創造、振興 

 

 

 

 

 

（１）郷土に関する調査、研究 

（２）生活文化（華道、茶道等を含む）の向上を図る活動 

（３）海外との文化交流を促進する活動 

（４）国内の他の地域との文化交流を促進する活動 

（５）その他地域文化の創造、振興に関する事業 
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様式第１号（第６条関係）                            記 入 例 

 

  令和８年度熊谷市文化振興基金助成金交付申請書 

 

       年  月  日   

 

熊谷市長 小 林 哲 也 あて 

 

                    住所又は所在地 熊谷市宮町２－４７－１ 

                    団  体  名 〇〇〇絵画研究会             

                    氏名又は代表職氏名 会長 ●● ●●  

           

 令和８年度熊谷市文化振興基金助成金の交付を受けたいので、熊谷市補助金等の交付手続等に関する

規則第５条の規定により、下記のとおり申請します。 

記 

１ 事業名 

      創立５周年記念展覧会 

 

２ 助成金交付申請額 

        ２００，０００円 

 

３ 添付書類 

 (1) 事業計画書   （別紙様式１） 

  (2) 事業収支予算書 （別紙様式２） 

  (3) 規約又は会則等 

  (4) 役員及び会員名簿 

  (5) 令和８年度事業計画書 

  (6) 令和８年度収支予算書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業名、助成金要望額は、添付する
計画書、収支予算書と相違しないよ
うに記入してください。 
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（別紙様式１）                                 記 入 例  

熊谷市文化振興基金助成事業計画書 

１ 

事   業   名 

  創立
そうりつ

５周 年
しゅうねん

記念
き ね ん

展覧会
てんらんかい

 

 

２ 

実  施  者 

 

(1) 住所又は所在地 熊谷市宮町２－４７－１ 

(2) 団  体  名 ○○○絵画
か い が

研究会
けんきゅうかい

 

(3) 氏名又は代表者職氏名 会長 ●● ●● （電話５２４－１１１１） 

３ 

実施予定期間 

令和  ８年 １０月１６日 （金）から 

令和  ８年 １０月１９日 （月）[４日間] 

 

 

 

 

４ 

事 業 の 概 要 

 

 

 

 

(1) 目的 

 熊谷市に在住する日本画を愛する者が、会員相互の親睦を図るととも

に美術の振興発展に寄与することを目的とした活動を展開しており、ク

ラブ結成５周年を迎えての成果発表を行う。 

(2) 内容 

 ５年間でクラブ活動の成果が表われ、このことを記念して会員のみな

らず広く市民の方々に作品を展示発表する。 

(3) 期待される効果 

 市民の日本画に対する関心を高め、美術活動人口のさらなる広がりを

呼び、熊谷市の芸術文化の振興に資する。 

(4) 対象範囲（地区・対象者）、参加（入場）予定者等 

 市内在住、在勤者  ４００人 

(5) 実施場所 熊谷体育館 (6) 過去の実施回数 ４回 

５ 

事 業 費 総 額 
             ６３２，５００ 円 

６ 

助成金要望額 
             ２００，０００ 円 

７ 

実施者の概要 

(1)設立（活動開始）年月日令和３年５月１日 (2) 会員数 ４０人 

(3) 活動概要 指導者を招くとともに、互いの作品を批評し、 

       相互の技術の向上に努めている。 

(4) 活動実績 今回が５度目の展覧会の開催となる、個人では市美術展

への出品がある。 

 

 

 

 

鑑 賞 者 等 の 集 ま る 範

囲、広報する地域、対

象者数（参加予定数、

来場者数）を記入して

ください。 

 

団体の場合に記入して

ください。 
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（別紙様式２）                                 記 入 例  

 

熊谷市文化振興基金助成事業収支予算書 

収入の部 

項      目  予 算 額（円） 内        訳 

自 

己 

資 

金 

 

１会員持出金 

２会費繰出金 

 

 

１２０，０００ 

１６２，５００ 

 

 

3,000 円×40＝120,000 円 

 

 

そ 

の 

他 

１入場料 

２寄付金 

３広告費 

１００，０００ 

３０，０００ 

２０，０００ 

250 円×400 人＝100,000 円 

 

 

熊谷市文化振興基金 

助成金（見込） 
２００，０００ 

（｛支出の計 632,500-その他 150,000｝/2＝241,250） 

※上限 200,000 円、1,000 円未満は切り捨て 

計 ６３２，５００  

 

支出の部 

項  目  予 算 額（円） 内        訳 

 

１消耗品費   

    

 

２印刷費 

 

 

３郵便料 

４使用料 

１７４，４００ 

 

 

３９６，０００ 

 

 

１４，１００ 

４８，０００ 

 

吊り看板代 100,000 円 

立て看板代（案内板等） 20,000×3 枚＝60,000 円  

事務用品  14,400 円 

チラシ 20 円×3,000 枚＝60,000 円 

パンフレット 500 円×600 枚＝300,000 円 

消費税 360,000 円×0.10＝36,000 円 

案内状発送切手代 94 円×150 枚＝14,100 円 

会場使用料 8,000×6 日（準備片付け含む）＝48,000

円 

計 ６３２，５００  

 

 

 

 

 

 

 

 

積 算 内 訳 は 、 単

価、人数、回数、

枚 数 等 の 積 算 基

礎 が わ か る よ う

に 詳 細 を 記 入 し

てください。 

支 出 の 部 と 同 額 に な

ります。 

積算内訳は、単価、人

数等の積算基礎がわ

かるように記入して

ください。 

入場料、寄付金、広告

料等が対象です。 

本手引き６ページに記載

された経費分類の名称・

順 番 で 記 入 し て く だ さ

い。 



様式第１号（第６条関係） 

 

令和８年度熊谷市文化振興基金助成金交付申請書 

 

         年  月  日   

 

熊谷市長 小 林 哲 也 あて 

 

                    住所又は所在地               

                    団  体  名               

                    氏名又は代表職氏名            

           

 令和８年度熊谷市文化振興金助成金の交付を受けたいので、熊谷市補助金等の交付手続等

に関する規則第５条の規定により、下記のとおり申請します。 

記 

１ 事業名 

  

 

２ 助成金交付申請額 

 

 

３ 添付書類 

 (1) 事業計画書   （別紙様式１） 

  (2) 事業収支予算書 （別紙様式２） 

  (3) 規約又は会則等 

  (4) 役員及び会員名簿 

  (5) 令和８年度事業計画書 

  (6) 令和８年度収支予算書 

 

 

 

 

 

 



（別紙様式１） 

熊谷市文化振興基金助成事業計画書 

１ 事   業   名 
 

 

 

２ 実  施  者 

 

(1) 住所又は所在地                        

(2) 団  体  名                        

(3) 氏名又は代表者職氏名           （電話        ） 

３ 実施予定期間 
   年   月   日 （  ）から 

   年   月   日 （  ）[   日間] 

 

 

 

 

４ 事 業 の 概 要 

 

 

 

 

(1) 目的 

 

(2) 内容 

 

(3) 期待される効果 

 

(4) 対象範囲（地区・対象者）、参加（入場）予定者等 

 

(5) 実施場所 (6) 過去の実施回数    回 

５ 事 業 費 総 額                      円 

６ 助成金要望額                      円 

７ 実施者の概要 

(1)設立（活動開始）年月日   年  月  日 (2) 会員数    人 

(3) 活動概要 

 

(4) 活動実績 



（別紙様式２） 

 

熊谷市文化振興基金助成事業収支予算書 

収入の部 

項      目  予 算 額（円） 内        訳 

自 

己 

資 

金 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そ 

の 

他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

熊谷市文化振興基金 

助成金（見込） 

 

 
 

 

計   

 

支出の部 

項      目  予 算 額（円） 内        訳 

   

計   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

熊谷市文化振興基金にご協力をお願いします

熊谷市文化振興基金は、地域の文化活動が活発に

展開されるよう援助・奨励するため、平成４年３月２９日

に設置されたもので、市民の方々からの寄付金と熊谷

市の積立金で成り立っており、文化団体等の行う文化

事業に財政面から助成を行います。

基金を拡充していくことにより、多くの文化団体等に助

成を行うことが可能となり、市民の皆様が広く文化活動

に参加いただけるようになります。

皆様には、趣旨にご賛同いただきまして、熊谷市文化

振興基金にご支援、ご協力をいただきますようお願い

申し上げます。


